
環境に優しい�
「大豆油インキ」�
（本文使用）�

古紙配合率70％再生紙を�
使用しています。�

　
ビ
ル
空
調
、
食
品
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
や
業
務
用
の

冷
凍
・
冷
蔵
庫
、
冷
凍
倉
庫
な
ど
の
業
務
用
冷

凍
空
調
機
器
か
ら
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
や
地
球
温
暖

化
の
原
因
と
な
る
フ
ロ
ン
類
を
適
切
に
回
収
・
破

壊
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
「
特
定
製
品
に
係
る

フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
）」
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
、
平
成
19
年
10
月
１
日
に
施

行
さ
れ
、
ほ
ぼ
半
年
が
経
過
し
ま
し
た
。�

　
今
回
の
改
正
法
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
会
員
の

皆
さ
ま
方
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
尽
力
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
本
協
議
会
に
お
い
て

も
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ラ
シ
の
作
成
・
配
布
、
研

修
会
の
開
催
な
ど
、
改
正
法
の
周
知
の
た
め
、
様
々

な
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。�

　
本
誌
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
に
お
い
て
も
、
前
号

で
今
回
新
た
に
導
入
さ
れ
た
『
行
程
管
理
制
度
』

に
つ
い
て
特
集
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

本
号
で
は
、「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
施
行
」

特
集
の
第
２
弾
と
し
て
、「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法

に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�
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フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対
象
と
な
る
製
品

は
ど
の
範
囲
で
す
か
。�

業
務
用
の
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
冷
蔵
機

器
、
冷
凍
機
器
は
す
べ
て
対
象
で
す
。 

な
お
、

家
庭
用
の
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
は
家
電�

リ
サ
イ
ク
ル
法
、
カ
ー
エ
ア
コ
ン
は
自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
フ
ロ
ン
回
収
が
必

要
で
す
。�

冷
凍
空
調
機
器
に
は
フ
ロ
ン
類
の
充
填
量
に

よ
っ
て
回
収
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
よ
う

な
裾
切
り
は
な
い
の
で
す
か
。 �

フ
ロ
ン
類
の
充
填
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て

フ
ロ
ン
回
収･

破
壊
法
の
適
用
と
な
り
ま
す
。 �

冷
蔵
冷
凍
車
の
運
転
席
用
の
エ
ア
コ
ン
及
び

架
装
部
専
用
の
エ
ア
コ
ン
は
対
象
で
す
か
。 �

架
装
部
分
の
冷
凍
空
調
機
器
は
第
一
種
特

定
製
品
、
運
転
席
の
エ
ア
コ
ン
は
自
動
車
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ
ア
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
ー
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
運

転
席
及
び
架
装
部
分
の
両
方
か
ら
フ
ロ
ン
類

の
回
収
を
行
う
場
合
に
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン

類
回
収
業
者
及
び
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
両
方
の
登

録
が
必
要
で
す
。 �

冷
蔵
冷
凍
車
の
運
転
席
部
分
と
架
装
部
分

の
冷
却
を
一つ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
で
行
う
方

式
の
場
合
、
第
一
種
特
定
製
品
か
自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ
ア
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
ど
ち
ら
に
該
当
し
ま
す
か
。 �

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
扱
い
ま
す
。
こ

の
場
合
は
、
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ

く
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
を
受
け
た

者
が
フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行
い
ま
す
。�

店
舗
や
事
務
所
で
使
用
さ
れ
て
い
た
家
庭

用
エ
ア
コ
ン
は
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の

対
象
で
す
か
。 �

家
庭
用
エ
ア
コ
ン
や
家
庭
用
電
気
冷
蔵
庫
は
、

業
務
用
途
で
使
用
し
て
い
た
場
合
で
も
、
フ

ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対
象
で
は
な
く
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
回
収
制
度
が
適
用
さ

れ
ま
す
。 �

一
般
家
庭
で
も
業
務
用
の
空
調
機
器
を
使

用
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
機
器
の
場
合
は
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破

壊
法
の
対
象
で
す
か
。 �

対
象
で
す
。
業
務
用
の
冷
凍
空
調
機
器
で

あ
れ
ば
、
所
有
者
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭

で
使
用
し
て
も
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対

象
に
な
り
ま
す
。 �

中
古
機
器
と
し
て
売
却
す
る
場
合
に
つ
い
て

も
対
象
に
な
り
ま
す
か
。 �

機
器
を
再
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

中
古
機
器
と
し
て
売
却
・
移
設
す
る
場
合

に
は
、
第
一
種
特
定
製
品
の
廃
棄
等
に
は
該

当
し
ま
せ
ん
。
当
該
中
古
機
器
を
再
利
用

す
る
者
が
新
た
な
所
有
者
と
な
り
、
廃
棄

す
る
場
合
に
「
廃
棄
等
実
施
者
」
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。�

リ
ー
ス
の
機
器
を
廃
棄
す
る
場
合
、
第
一
種

特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
は
リ
ー
ス
会
社
、

機
器
の
使
用
者
の
ど
ち
ら
に
な
り
ま
す
か
。 �

リ
ー
ス
契
約
の
内
容
に
よ
り
ま
す
。
機
器

の
所
有
権
を
有
す
る
等
、
廃
棄
に
つ
い
て
権

限
の
あ
る
者
が
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等

実
施
者
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
施
行（
そ
の
２
）

　
　   

（
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
）�

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

【
対
象
機
器
関
連
等
】

【
第
一
種
特
定
製
品
の
整
備
時
関
連
】

　「
フ
ロ
ン
・
破
壊
法
」
に
基
づ
く
平
成
19
年

４
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日
の
フ
ロ
ン
類

回
収
量
等
に
つ
い
て
、
ご
報
告
く
だ
さ
い
。�

◇
そ
の
他�

　
申
請
書
類
は
兵
庫
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

入
手
で
き
ま
す
。（「
電
子
県
庁
」
↓ 

↓
「
手
続�

案
内
・
様
式
提
供
（
申
請
書
等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
）」
↓
「
キ
ー
ワ
ー
ド
：
『
フ
ロ
ン
』」）�

�

◇
提
出
先�

　
登
録
番
号(

28
で
始
ま
る
９
桁
の
番
号)

の
５

桁
目
が
管
轄
県
民
局
の
番
号
で
す
。�

　
例
：
２
８
１
０
１
０
０
０
１�

　
５
桁
目
が
「
１
」
で
あ
る
た
め
左
図
県
民
局

名
よ
り
阪
神
南
県
民
局
と
な
り
ま
す
。�

��（
問
い
合
わ
せ
先
） �

兵
庫
県
健
康
生
活
部
環
境
管
理
局
大
気
課�

大
気
環
境
係�
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第
一
種
・
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ま
へ�

◇
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
べ
て
の
方
）

◇
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

第
一
種
・
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ま
へ�

◇
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
べ
て
の
方
）

◇
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

（
自
動
車
フ
ロ
ン
券
が
つ
い
た
フ
ロ
ン
を

　
平
成
１９
年
3
月
３１
日
時
点
で
保
管
さ
れ

　
て
い
た
方
の
み
）

[

報
告
期
限]

　
　
　
6
月
３０
日
（
月
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
5
月
１５
日
（
木
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
6
月
３０
日
（
月
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
5
月
１５
日
（
木
）
締
切

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
内
容
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
会
員
の
皆
さ
ん
方
か
ら
の
情

報
等
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

Ｑ
９�

�

Ａ
９�

���

第
一
種
特
定
製
品
の
所
有
者
が
自
ら
整
備

を
行
う
場
合
、
登
録
は
必
要
で
す
か
。 �

機
器
の
所
有
者
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
（
抜
き
取
り
）
を

行
う
場
合
に
は
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

の
登
録
が
必
要
で
す
。
ま
た
は
フ
ロ
ン
類
の

県民・事業者・行政が一体となって

～県民・事業者・行政が一体となって～
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attention

ご
注
意
下
さ
い
！

　
平
成
19
年
10
月
1
日
に
改
正

法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

平
成
19
年
度
の
回
収
量
等
報
告
は

原
則
と
し
て
、
平
成
19
年
9
月

30
日
ま
で
に
引
き
取
っ
た
量
は
法

改
正
前
の
旧
様
式
第
３
、
平
成
19

年
10
月
1
日
以
降
に
引
き
取
っ

た
量
は
法
改
正
後
の
新
様
式
第
３

で
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
す
。
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【
行
程
管
理
制
度
関
連
】
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回
収
作
業
を
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に

委
託
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 �

機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
が
漏
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
整
備
の
み
を
行
う
た
め
、
フ
ロ
ン
類
を
回

収
す
る
必
要
が
な
い
場
合
、
登
録
は
必
要

で
す
か
。 �

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
登

録
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ン
類
の
回
収

と
は
、
機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
抜
き
取
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。 �

機
器
の
整
備
の
た
め
、
フ
ロ
ン
類
の
抜
き
取

り
作
業
を
回
収
業
者
に
委
託
し
た
と
き
、

再
充
て
ん
し
た
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
は
再
充
て
ん
し
な

か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
回
収
業
者
に
引
き
渡

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
回
収
業
者
は
、
再

充
て
ん
し
た
量
に
つ
い
て
回
収
量
か
ら
差
し

引
い
て
記
録
を
行
い
ま
す
。�

ビ
ル
マ
ル
、
別
置
型
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
に
お
い

て
、
室
外
機
（
熱
源
機
）
を
残
し
た
ま
ま 

室
内
機
の
み
を
交
換
す
る
よ
う
な
場
合
は
、

第
一
種
特
定
製
品
の
整
備
、
第
一
種
特
定
製

品 

の
廃
棄
等
の
ど
ち
ら
に
該
当
し
ま
す
か
。 �

室
外
機
（
熱
源
機
）
を
残
し
た
ま
ま
室
内

機
、
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
の
み
を
交
換
で
き
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
室
内
機
、

店
内
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
み
を
交
換
・
廃
棄

す
る
場
合
は
整
備
に
該
当
し
ま
す
。
室
外

機
（
熱
源
機
）
を
交
換
・
廃
棄
す
る
場
合

は
、
室
内
機
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
場
合

で
も
廃
棄
等
に
該
当
し
ま
す
。�
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行
程
管
理
票
は
、
い
つ
交
付
す
れ
ば
よ
い
の

で
す
か
。�

廃
棄
等
実
施
者
が
直
接
フ
ロ
ン
類
を
回
収

業
者
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
フ
ロ
ン
類
を
引

き
渡
す
（
回
収
が
行
わ
れ
る
）
ま
で
、
フ
ロ

ン
類
の
引
渡
し
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場

合
に
は
委
託
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
ま

で
で
す
。�

第
一
種
特
定
製
品
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

原
材
料
若
し
く
は
部
品
そ
の
他
製
品
の
一
部

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
有

償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い

て
も
、
行
程
管
理
票
の
交
付
が
必
要
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
な
た
め
、
行
程
管

理
票
の
交
付
は
必
要
で
す
。�

破
壊
業
者
か
ら
の
破
壊
証
明
書
は
必
要
で

し
ょ
う
か
。�

法
律
上
は
、
回
収
業
者
が
引
取
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
破
壊
業
者

が
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
を
証
明
す
る
書
面
を
交

付
す
る
こ
と
は
法
律
上
の
義
務
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
破
壊
業
者
が
書
面
を

交
付
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。�

回
収
依
頼
書
・
委
託
確
認
書
発
行
後
30
日
、

90
日
を
過
ぎ
て
も
引
取
証
明
書
が
届
か
な

い
場
合
や
引
取
証
明
書
を
交
付
で
き
な
い
よ

う
な
場
合
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。�

引
取
証
明
書
又
は
引
取
証
明
書
の
写
し
が

規
定
日
数
を
過
ぎ
て
も
第
一
種
特
定
製
品

廃
棄
等
実
施
者
に
届
か
な
い
場
合
な
ど
に

は
、
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
は

都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
で
は

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
期
間
内
に
実
施
で
き
な

い
理
由
を
確
認
し
、
状
況
に
応
じ
た
対
応

を
と
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。�

ビ
ル
マ
ル
、
別
置
型
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
の
セ
パ

レ
ー
ト
タ
イ
プ
、
マ
ル
チ
タ
イ
プ
の
業
務
用

冷
凍
空
調
機
の
台
数
は
ど
の
よ
う
に
記
載

す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

室
内
機
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
室
外
機
（
熱

源
機
）
の
台
数
を
記
載
し
ま
す
。�

事
前
確
認
書
に
つ
い
て
は
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
か
。�

事
前
確
認
書
は
法
令
に
基
づ
く
保
存
義
務

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
保
存
し
て
お
け
ば
特

定
解
体
工
事
発
注
者
、
特
定
解
体
工
事
元

請
業
者
双
方
に
お
い
て
所
定
の
義
務
を
履

行
し
た
こ
と
の
証
明
と
な
り
ま
す
。�

機
器
の
整
備
の
際
に
も
、
フ
ロ
ン
類
を
引
き

渡
す
際
に
行
程
管
理
票
の
交
付
が
必
要
と

な
り
ま
す
か
。�

行
程
管
理
票
の
交
付
は
機
器
の
整
備
時
に

は
法
律
上
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

整
備
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
結
果
と
し
て
機
器

が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
に
は
必
要
と
な
り
ま
す
。�

�

【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
関
連
】

【
回
収
基
準
関
連
】
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特
定
製
品
の
廃
棄
者
自
ら
が
フ
ロ
ン
回
収
を

す
る
場
合
、
回
収
業
者
の
登
録
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
か
。�

登
録
が
必
要
で
す
。�

整
備
時
に
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、

登
録
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。�

登
録
が
必
要
で
す
。�

現
在
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
を

受
け
て
い
ま
す
が
、
第
一
種
特
定
製
品
の
整

備
時
に
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、
新
た

に
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。�

新
た
に
登
録
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

回
収
の
注
文
を
受
け
て
、
実
際
の
回
収
は

登
録
し
た
回
収
業
者
に
委
託
す
る
方
式
を

と
る
場
合
で
も
登
録
が
必
要
で
す
か
。�

回
収
の
注
文
を
受
け
て
フ
ロ
ン
類
を
回
収
業

者
に
引
き
渡
す
場
合
は
、
注
文
を
受
け
た

者
は
引
渡
し
受
託
者
に
な
り
ま
す
。
引
渡

し
受
託
者
は
、
自
ら
回
収
作
業
を
行
わ
な

い
た
め
登
録
は
不
要
で
す
。�

Ａ
県
内
で
使
用
し
て
い
た
特
定
製
品
に
つ
い

て
、
廃
棄
者
（
又
は
委
託
を
受
け
た
者
、

回
収
業
者
）
が
Ｂ
県
に
第
一
種
特
定
製
品

を
移
動
さ
せ
、
Ｂ
県
内
で
フ
ロ
ン
類
の
回
収

を
行
う
場
合
、
Ａ
県
に
お
い
て
は
フ
ロ
ン
類

回
収
業
者
の
登
録
は
不
要
で
す
か
。�

移
動
に
際
し
て
フ
ロ
ン
類
の
回
収
の
必
要
が

な
い
第
一
種
特
定
製
品
に
限
ら
れ
ま
す
が
、

Ａ
県
の
登
録
は
不
要
で
あ
り
、
Ｂ
県
の
登

録
が
必
要
で
す
。�

全
国
の
機
器
の
サ
ー
ビ
ス
を
本
社
で
受
付
け
、

他
県
の
支
店
や
特
約
店
で
整
備
を
行
い
、

フ
ロ
ン
類
を
抜
き
取
る
場
合
、
各
都
道
府

県
で
の
回
収
業
者
の
登
録
は
必
要
で
す
か
。

ま
た
、
回
収
量
報
告
を
本
社
で
一
括
し
て
行

う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。�

回
収
業
者
は
、
回
収
業
務
を
行
う
地
域
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
際
に
回
収

を
行
う
都
道
府
県
で
登
録
を
受
け
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
回
収
量
報
告
に
つ
い
て
も
回

収
業
者
の
義
務
と
し
て
、
各
登
録
回
収
業

者
が
登
録
先
の
都
道
府
県
別
に
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

回
収
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
破
壊
業

者
に
フ
ロ
ン
類
を
運
搬
す
る
場
合
、
登
録
は

必
要
で
す
か
。�

登
録
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
フ
ロ
ン
類
の
運

搬
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。�

機
器
の
レ
ン
タ
ル
業
を
し
て
い
ま
す
。
機
器

の
使
用
終
了
時
点
で
フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行

い
ま
す
が
、
当
該
機
器
が
廃
棄
さ
れ
な
い

場
合
は
「
整
備
」
の
範
疇
と
考
え
て
い
い
で

し
ょ
う
か
。�

整
備
に
該
当
し
ま
す
。�

ビ
ル
の
解
体
工
事
な
ど
廃
棄
に
際
し
て
、
元

請
と
下
請
が
い
る
場
合
に
は
、
実
際
に
フ
ロ

ン
類
の
回
収
作
業
を
行
う
下
請
側
が
登
録

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
よ

ろ
し
い
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
を
行
う
者
（
こ
の
場

合
下
請
側
）
が
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
と
回
収
（
吸
引
作
業
）
を
別

の
場
所
で
行
う
場
合
、
ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
を
行

う
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
登
録
も

必
要
で
す
か
。�

ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
自
体
は
回
収
作
業
に
当
た
ら

な
い
の
で
、
登
録
は
不
要
で
す
が
、
ポ
ン
プ

ダ
ウ
ン
後
の
回
収
作
業
に
つ
い
て
は
登
録
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
別
置
型
の

業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
は
、
冷
媒
の
追
加

充
填
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ポ
ン
プ

ダ
ウ
ン
だ
け
で
は
冷
媒
が
配
管
内
に
残
る
た

め
、
現
場
回
収
が
原
則
と
な
り
ま
す
。�

回
収
作
業
を
実
施
す
る
可
能
性
の
あ
る
県

に
全
部
登
録
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
。�

登
録
を
し
て
い
な
い
県
に
お
い
て
回
収
作
業

を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。�

親
会
社
が
登
録
し
て
あ
れ
ば
、
回
収
し
て

い
い
で
す
か
。�

実
際
に
回
収
作
業
を
行
う
事
業
者
が
登
録

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

登
録
申
請
内
容
の
「
事
業
所
」
の
単
位
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
で
す
か
。�

一
般
に
回
収
を
行
う
た
め
の
拠
点
と
考
え
ら

れ
ま
す
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行
う
事
業
所
を
複
数

有
す
る
場
合
の
申
請
方
法
は
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
回
収
を
行

う
事
業
所
を
同
一
都
道
府
県
内
に
複
数
有

す
る
者
の
場
合
、
都
道
府
県
単
位
で
、
こ

れ
を
一
括
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

組
合
員
の
中
に
回
収
機
を
持
っ
て
い
な
い
業

者
が
い
ま
す
。
例
え
ば
、
組
合
が
所
有
し

て
い
る
回
収
機
を
貸
し
出
す
こ
と
で
、
申

請
し
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

申
請
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
業
者
が
回

収
作
業
に
当
た
る
際
に
回
収
機
を
確
実
に

使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
、
組
合
の
共
同
使
用
規
定
の
写
し

等
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。�

登
録
申
請
等
に
お
け
る
「
法
人
の
代
表
者

の
氏
名
」
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
で
は
な
い

者
の
名
で
申
請
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。�

登
録
申
請
等
に
係
る
申
請
氏
名
は
、
委
任

状
が
添
付
さ
れ
て
い
れ
ば
代
理
人
で
も
可

能
で
す
が
、
登
録
事
項
と
な
る
法
人
代
表

者
の
氏
名
は
代
表
者
の
氏
名
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

会
社
の
合
併
等
の
場
合
、
承
継
に
係
る
手

続
き
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。�

法
律
上
は
、
承
継
届
は
あ
り
ま
せ
ん
。
合

併
又
は
分
割
後
の
新
法
人
が
旧
法
人
と
同

一
人
格
で
な
い
場
合
は
、
新
法
人
で
登
録
を

し
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
吸
収

合
併
の
場
合
は
、
吸
収
合
併
し
た
側
が
旧

法
人
と
同
一
人
格
の
場
合
は
変
更
届
書
、

さ
れ
た
側
が
廃
業
届
出
書
を
出
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。�

回
収
業
者
は
産
廃
業
の
許
可
を
受
け
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
か
。�

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
上
、
産
廃
業
の
許

可
は
、
回
収
業
者
の
登
録
要
件
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
廃
掃
法
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
、
別
途
こ
れ
を
遵
守
す
る

こ
と
が
当
然
必
要
で
す
。�

充
て
ん
量
が
50
㎏
以
上
の
特
定
製
品
か
ら

フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、
回
収
設
備

の
能
力
が
２
０
０
ｇ
／
分
と
規
定
し
た
理
由

は
何
で
す
か
。�

充
て
ん
量
の
多
い
特
定
製
品
の
場
合
、
回

収
能
力
の
小
さ
い
設
備
で
回
収
作
業
を
行

う
と
、
作
業
が
長
時
間
に
及
ぶ
こ
と
と
な

り
、
そ
れ
だ
け
不
法
放
出
の
機
会
が
増
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
で
す
。�

機
器
全
体
で
50
㎏
以
上
の
充
て
ん
量
が
あ

り
ま
す
が
、
放
熱
器
と
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
が

２
つ
並
列
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
バ

ル
ブ
が
付
い
て
い
る
の
で
、
別
々
に
抜
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
こ
の
機
器
は
フ

ロ
ン
類
の
充
て
ん
量
が
50
㎏
以
上
の
機
器
に

該
当
し
ま
す
か
。�

一
体
型
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
機
器
で
あ

れ
ば
、
50
㎏
以
上
の
充
て
ん
量
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。�

Ｑ
４０�

�

Ａ
４０
�

�

��

�

な
ぜ
、
フ
ロ
ン
類
の
区
分
に
よ
っ
て
吸
引
圧

力
が
異
な
る
の
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
種
類
に
よ
っ
て
沸
点
が
異
な
り
、

同
じ
温
度
と
同
じ
圧
力
の
も
と
で
も
ガ
ス
の

質
量
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
同
じ
吸
引
圧
力
値
で
あ
っ
て
も
、
フ

ロ
ン
類
の
種
類
に
よ
っ
て
残
ガ
ス
量
が
異
な
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
理
論
的
な

計
算
を
基
に
し
て
、
概
ね
90
％
以
上
の
回

収
効
率
を
達
成
で
き
る
吸
引
圧
力
を
設
定

し
て
い
ま
す
。�

特
　
集�

特
　
集�
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【
行
程
管
理
制
度
関
連
】
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回
収
作
業
を
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に

委
託
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 �

機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
が
漏
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
整
備
の
み
を
行
う
た
め
、
フ
ロ
ン
類
を
回

収
す
る
必
要
が
な
い
場
合
、
登
録
は
必
要

で
す
か
。 �

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
登

録
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ン
類
の
回
収

と
は
、
機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
抜
き
取
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。 �

機
器
の
整
備
の
た
め
、
フ
ロ
ン
類
の
抜
き
取

り
作
業
を
回
収
業
者
に
委
託
し
た
と
き
、

再
充
て
ん
し
た
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
は
再
充
て
ん
し
な

か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
回
収
業
者
に
引
き
渡

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
回
収
業
者
は
、
再

充
て
ん
し
た
量
に
つ
い
て
回
収
量
か
ら
差
し

引
い
て
記
録
を
行
い
ま
す
。�

ビ
ル
マ
ル
、
別
置
型
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
に
お
い

て
、
室
外
機
（
熱
源
機
）
を
残
し
た
ま
ま 

室
内
機
の
み
を
交
換
す
る
よ
う
な
場
合
は
、

第
一
種
特
定
製
品
の
整
備
、
第
一
種
特
定
製

品 

の
廃
棄
等
の
ど
ち
ら
に
該
当
し
ま
す
か
。 �

室
外
機
（
熱
源
機
）
を
残
し
た
ま
ま
室
内

機
、
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
の
み
を
交
換
で
き
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
室
内
機
、

店
内
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
み
を
交
換
・
廃
棄

す
る
場
合
は
整
備
に
該
当
し
ま
す
。
室
外

機
（
熱
源
機
）
を
交
換
・
廃
棄
す
る
場
合

は
、
室
内
機
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
場
合

で
も
廃
棄
等
に
該
当
し
ま
す
。�
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行
程
管
理
票
は
、
い
つ
交
付
す
れ
ば
よ
い
の

で
す
か
。�

廃
棄
等
実
施
者
が
直
接
フ
ロ
ン
類
を
回
収

業
者
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
フ
ロ
ン
類
を
引

き
渡
す
（
回
収
が
行
わ
れ
る
）
ま
で
、
フ
ロ

ン
類
の
引
渡
し
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場

合
に
は
委
託
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
ま

で
で
す
。�

第
一
種
特
定
製
品
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

原
材
料
若
し
く
は
部
品
そ
の
他
製
品
の
一
部

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
有

償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い

て
も
、
行
程
管
理
票
の
交
付
が
必
要
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
な
た
め
、
行
程
管

理
票
の
交
付
は
必
要
で
す
。�

破
壊
業
者
か
ら
の
破
壊
証
明
書
は
必
要
で

し
ょ
う
か
。�

法
律
上
は
、
回
収
業
者
が
引
取
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
破
壊
業
者

が
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
を
証
明
す
る
書
面
を
交

付
す
る
こ
と
は
法
律
上
の
義
務
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
破
壊
業
者
が
書
面
を

交
付
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。�

回
収
依
頼
書
・
委
託
確
認
書
発
行
後
30
日
、

90
日
を
過
ぎ
て
も
引
取
証
明
書
が
届
か
な

い
場
合
や
引
取
証
明
書
を
交
付
で
き
な
い
よ

う
な
場
合
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。�

引
取
証
明
書
又
は
引
取
証
明
書
の
写
し
が

規
定
日
数
を
過
ぎ
て
も
第
一
種
特
定
製
品

廃
棄
等
実
施
者
に
届
か
な
い
場
合
な
ど
に

は
、
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
は

都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
で
は

フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
期
間
内
に
実
施
で
き
な

い
理
由
を
確
認
し
、
状
況
に
応
じ
た
対
応

を
と
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。�

ビ
ル
マ
ル
、
別
置
型
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
の
セ
パ

レ
ー
ト
タ
イ
プ
、
マ
ル
チ
タ
イ
プ
の
業
務
用

冷
凍
空
調
機
の
台
数
は
ど
の
よ
う
に
記
載

す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

室
内
機
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
室
外
機
（
熱

源
機
）
の
台
数
を
記
載
し
ま
す
。�

事
前
確
認
書
に
つ
い
て
は
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
か
。�

事
前
確
認
書
は
法
令
に
基
づ
く
保
存
義
務

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
保
存
し
て
お
け
ば
特

定
解
体
工
事
発
注
者
、
特
定
解
体
工
事
元

請
業
者
双
方
に
お
い
て
所
定
の
義
務
を
履

行
し
た
こ
と
の
証
明
と
な
り
ま
す
。�

機
器
の
整
備
の
際
に
も
、
フ
ロ
ン
類
を
引
き

渡
す
際
に
行
程
管
理
票
の
交
付
が
必
要
と

な
り
ま
す
か
。�

行
程
管
理
票
の
交
付
は
機
器
の
整
備
時
に

は
法
律
上
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

整
備
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
結
果
と
し
て
機
器

が
廃
棄
さ
れ
る
場
合
に
は
必
要
と
な
り
ま
す
。�

�

【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
関
連
】

【
回
収
基
準
関
連
】
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特
定
製
品
の
廃
棄
者
自
ら
が
フ
ロ
ン
回
収
を

す
る
場
合
、
回
収
業
者
の
登
録
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
か
。�

登
録
が
必
要
で
す
。�

整
備
時
に
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、

登
録
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。�

登
録
が
必
要
で
す
。�

現
在
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
を

受
け
て
い
ま
す
が
、
第
一
種
特
定
製
品
の
整

備
時
に
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、
新
た

に
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。�

新
た
に
登
録
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

回
収
の
注
文
を
受
け
て
、
実
際
の
回
収
は

登
録
し
た
回
収
業
者
に
委
託
す
る
方
式
を

と
る
場
合
で
も
登
録
が
必
要
で
す
か
。�

回
収
の
注
文
を
受
け
て
フ
ロ
ン
類
を
回
収
業

者
に
引
き
渡
す
場
合
は
、
注
文
を
受
け
た

者
は
引
渡
し
受
託
者
に
な
り
ま
す
。
引
渡

し
受
託
者
は
、
自
ら
回
収
作
業
を
行
わ
な

い
た
め
登
録
は
不
要
で
す
。�

Ａ
県
内
で
使
用
し
て
い
た
特
定
製
品
に
つ
い

て
、
廃
棄
者
（
又
は
委
託
を
受
け
た
者
、

回
収
業
者
）
が
Ｂ
県
に
第
一
種
特
定
製
品

を
移
動
さ
せ
、
Ｂ
県
内
で
フ
ロ
ン
類
の
回
収

を
行
う
場
合
、
Ａ
県
に
お
い
て
は
フ
ロ
ン
類

回
収
業
者
の
登
録
は
不
要
で
す
か
。�

移
動
に
際
し
て
フ
ロ
ン
類
の
回
収
の
必
要
が

な
い
第
一
種
特
定
製
品
に
限
ら
れ
ま
す
が
、

Ａ
県
の
登
録
は
不
要
で
あ
り
、
Ｂ
県
の
登

録
が
必
要
で
す
。�

全
国
の
機
器
の
サ
ー
ビ
ス
を
本
社
で
受
付
け
、

他
県
の
支
店
や
特
約
店
で
整
備
を
行
い
、

フ
ロ
ン
類
を
抜
き
取
る
場
合
、
各
都
道
府

県
で
の
回
収
業
者
の
登
録
は
必
要
で
す
か
。

ま
た
、
回
収
量
報
告
を
本
社
で
一
括
し
て
行

う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。�

回
収
業
者
は
、
回
収
業
務
を
行
う
地
域
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
際
に
回
収

を
行
う
都
道
府
県
で
登
録
を
受
け
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
回
収
量
報
告
に
つ
い
て
も
回

収
業
者
の
義
務
と
し
て
、
各
登
録
回
収
業

者
が
登
録
先
の
都
道
府
県
別
に
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

回
収
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
破
壊
業

者
に
フ
ロ
ン
類
を
運
搬
す
る
場
合
、
登
録
は

必
要
で
す
か
。�

登
録
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
フ
ロ
ン
類
の
運

搬
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。�

機
器
の
レ
ン
タ
ル
業
を
し
て
い
ま
す
。
機
器

の
使
用
終
了
時
点
で
フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行

い
ま
す
が
、
当
該
機
器
が
廃
棄
さ
れ
な
い

場
合
は
「
整
備
」
の
範
疇
と
考
え
て
い
い
で

し
ょ
う
か
。�

整
備
に
該
当
し
ま
す
。�

ビ
ル
の
解
体
工
事
な
ど
廃
棄
に
際
し
て
、
元

請
と
下
請
が
い
る
場
合
に
は
、
実
際
に
フ
ロ

ン
類
の
回
収
作
業
を
行
う
下
請
側
が
登
録

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
よ

ろ
し
い
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
を
行
う
者
（
こ
の
場

合
下
請
側
）
が
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
と
回
収
（
吸
引
作
業
）
を
別

の
場
所
で
行
う
場
合
、
ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
を
行

う
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
登
録
も

必
要
で
す
か
。�

ポ
ン
プ
ダ
ウ
ン
自
体
は
回
収
作
業
に
当
た
ら

な
い
の
で
、
登
録
は
不
要
で
す
が
、
ポ
ン
プ

ダ
ウ
ン
後
の
回
収
作
業
に
つ
い
て
は
登
録
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
別
置
型
の

業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
は
、
冷
媒
の
追
加

充
填
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ポ
ン
プ

ダ
ウ
ン
だ
け
で
は
冷
媒
が
配
管
内
に
残
る
た

め
、
現
場
回
収
が
原
則
と
な
り
ま
す
。�

回
収
作
業
を
実
施
す
る
可
能
性
の
あ
る
県

に
全
部
登
録
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
。�

登
録
を
し
て
い
な
い
県
に
お
い
て
回
収
作
業

を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。�

親
会
社
が
登
録
し
て
あ
れ
ば
、
回
収
し
て

い
い
で
す
か
。�

実
際
に
回
収
作
業
を
行
う
事
業
者
が
登
録

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

登
録
申
請
内
容
の
「
事
業
所
」
の
単
位
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
で
す
か
。�

一
般
に
回
収
を
行
う
た
め
の
拠
点
と
考
え
ら

れ
ま
す
。�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行
う
事
業
所
を
複
数

有
す
る
場
合
の
申
請
方
法
は
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
回
収
を
行

う
事
業
所
を
同
一
都
道
府
県
内
に
複
数
有

す
る
者
の
場
合
、
都
道
府
県
単
位
で
、
こ

れ
を
一
括
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

組
合
員
の
中
に
回
収
機
を
持
っ
て
い
な
い
業

者
が
い
ま
す
。
例
え
ば
、
組
合
が
所
有
し

て
い
る
回
収
機
を
貸
し
出
す
こ
と
で
、
申

請
し
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

申
請
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
業
者
が
回

収
作
業
に
当
た
る
際
に
回
収
機
を
確
実
に

使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
、
組
合
の
共
同
使
用
規
定
の
写
し

等
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。�

登
録
申
請
等
に
お
け
る
「
法
人
の
代
表
者

の
氏
名
」
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
で
は
な
い

者
の
名
で
申
請
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。�

登
録
申
請
等
に
係
る
申
請
氏
名
は
、
委
任

状
が
添
付
さ
れ
て
い
れ
ば
代
理
人
で
も
可

能
で
す
が
、
登
録
事
項
と
な
る
法
人
代
表

者
の
氏
名
は
代
表
者
の
氏
名
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

会
社
の
合
併
等
の
場
合
、
承
継
に
係
る
手

続
き
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。�

法
律
上
は
、
承
継
届
は
あ
り
ま
せ
ん
。
合

併
又
は
分
割
後
の
新
法
人
が
旧
法
人
と
同

一
人
格
で
な
い
場
合
は
、
新
法
人
で
登
録
を

し
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
吸
収

合
併
の
場
合
は
、
吸
収
合
併
し
た
側
が
旧

法
人
と
同
一
人
格
の
場
合
は
変
更
届
書
、

さ
れ
た
側
が
廃
業
届
出
書
を
出
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。�

回
収
業
者
は
産
廃
業
の
許
可
を
受
け
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
か
。�

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
上
、
産
廃
業
の
許

可
は
、
回
収
業
者
の
登
録
要
件
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
廃
掃
法
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
、
別
途
こ
れ
を
遵
守
す
る

こ
と
が
当
然
必
要
で
す
。�

充
て
ん
量
が
50
㎏
以
上
の
特
定
製
品
か
ら

フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
場
合
、
回
収
設
備

の
能
力
が
２
０
０
ｇ
／
分
と
規
定
し
た
理
由

は
何
で
す
か
。�

充
て
ん
量
の
多
い
特
定
製
品
の
場
合
、
回

収
能
力
の
小
さ
い
設
備
で
回
収
作
業
を
行

う
と
、
作
業
が
長
時
間
に
及
ぶ
こ
と
と
な

り
、
そ
れ
だ
け
不
法
放
出
の
機
会
が
増
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
で
す
。�

機
器
全
体
で
50
㎏
以
上
の
充
て
ん
量
が
あ

り
ま
す
が
、
放
熱
器
と
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
が

２
つ
並
列
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
バ

ル
ブ
が
付
い
て
い
る
の
で
、
別
々
に
抜
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
こ
の
機
器
は
フ

ロ
ン
類
の
充
て
ん
量
が
50
㎏
以
上
の
機
器
に

該
当
し
ま
す
か
。�

一
体
型
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
機
器
で
あ

れ
ば
、
50
㎏
以
上
の
充
て
ん
量
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。�

Ｑ
４０�

�

Ａ
４０
�

�

��

�

な
ぜ
、
フ
ロ
ン
類
の
区
分
に
よ
っ
て
吸
引
圧

力
が
異
な
る
の
で
す
か
。�

フ
ロ
ン
類
の
種
類
に
よ
っ
て
沸
点
が
異
な
り
、

同
じ
温
度
と
同
じ
圧
力
の
も
と
で
も
ガ
ス
の

質
量
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
同
じ
吸
引
圧
力
値
で
あ
っ
て
も
、
フ

ロ
ン
類
の
種
類
に
よ
っ
て
残
ガ
ス
量
が
異
な
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
理
論
的
な

計
算
を
基
に
し
て
、
概
ね
90
％
以
上
の
回

収
効
率
を
達
成
で
き
る
吸
引
圧
力
を
設
定

し
て
い
ま
す
。�

特
　
集�

特
　
集�
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【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
取
義
務
に
つ
い
て
】

Ｑ
４１�

�
Ａ
４１
�

���

��

Ｑ
４２�

�

Ａ
４２
�
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Ｑ
４３�

�

Ａ
４３
�
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Ｑ
４４�

Ａ
４４
�
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な
ぜ
、
フ
ロ
ン
類
の
充
て
ん
量
２
㎏
で
吸
引

圧
力
が
異
な
る
の
で
す
か
。�

同
じ
吸
引
圧
力
下
で
は
、
充
て
ん
量
が
多

い
も
の
ほ
ど
残
存
す
る
フ
ロ
ン
類
の
量
が
多

く
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
、

充
て
ん
量
の
多
い
機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
吸

引
す
る
場
合
に
は
、
よ
り
厳
し
い
基
準
と

な
っ
て
い
ま
す
。�

３
種
類
の
フ
ロ
ン
類
を
１
本
の
ボ
ン
ベ
に
混
合

し
て
回
収
し
て
も
良
い
で
す
か
。�

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
違
反
行
為
に
当
た
り

ま
す
。
ま
た
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
で
は

回
収
量
を
フ
ロ
ン
類
の
種
類
毎
に
記
録
・

報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

規
定
を
遵
守
出
来
な
く
な
り
ま
す
。�

十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
の
基
準
は
あ
り

ま
す
か
。�

十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
と
は
、
第
一
種

特
定
製
品
の
冷
媒
回
路
の
構
造
や
冷
媒
に

関
す
る
知
識
を
持
ち
、
フ
ロ
ン
類
の
回
収
作

業
に
精
通
し
た
者
を
意
味
し
ま
す
が
、
特

定
の
資
格
や
業
務
経
験
年
数
を
限
定
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

資
格
は
必
要
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

特
定
の
資
格
は
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

な
が
ら
、
誰
が
回
収
し
て
も
い
い
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
適
切
な
回
収
を
実
施
す
る

に
は
、
講
習
会
の
受
講
者
、
有
資
格
者
、

実
務
経
験
者
等
が
業
務
に
あ
た
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
ま
す
。
冷
媒
回
収
推
進
・
技

術
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
Ｒ
Ｃ
）
が
実
施
す
る
認
定

講
習
は
、
冷
媒
回
収
に
必
要
な
技
術
、
法

令
等
の
内
容
を
網
羅
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。�

�

Ｑ
４５�

��

Ａ
４５
�

���

�

��

����
Ｑ
４６�

���

Ａ
４６
�

������

Ｑ
４７�

��

Ａ
４７�
�

�

�

Ｑ
４８�

�

���

Ａ
４８�
�

�������

取
り
扱
っ
て
い
な
い
製
品
か
ら
の
フ
ロ
ン
回
収

を
依
頼
さ
れ
た
場
合
、
回
収
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
か
。�

回
収
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ン
類
と
し
て
登
録

し
た
も
の
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ

の
別
）
は
、
回
収
業
者
は
正
当
な
理
由
が

な
い
場
合
、
回
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
製
品
に
よ
っ
て
は
取
扱
い
が
難
し

く
、
技
術
的
に
回
収
が
困
難
な
場
合
や
回

収
業
者
の
取
り
扱
う
製
品
、
事
業
範
囲
が

限
定
的
で
あ
る
場
合
に
は
断
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
登
録
の
申
請
書
備

考
欄
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
記
載
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。�

廃
棄
等
実
施
者
か
ら
回
収
依
頼
を
受
け
た

回
収
業
者
が
、
人
手
が
足
り
な
い
等
の
理

由
で
他
の
回
収
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
か
。�

回
収
依
頼
を
受
け
て
も
、
受
入
れ
能
力
を

超
え
て
い
れ
ば
正
当
な
理
由
と
し
て
断
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
回
収
を
引
き
受
け
た
後

に
、
対
応
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
契

約
を
解
除
し
、
廃
棄
者
に
対
し
て
、
別
の

回
収
業
者
と
契
約
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。�

回
収
の
た
め
に
現
場
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
家

庭
用
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
も
求
め
ら
れ
た
場

合
、
断
っ
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
処
理
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
の
で
、
そ
の
旨
依
頼
者
に

説
明
し
て
下
さ
い
。�

回
収
依
頼
書
・
委
託
確
認
書
を
受
け
回

収
に
行
っ
た
も
の
の
、
フ
ロ
ン
類
が
抜
け
て
お

り
回
収
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
引
取
証

明
書
や
記
録
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。�

「
回
収
量
０
」
と
し
て
、
帳
簿
へ
の
記
録
、

引
取
証
明
書
の
発
行
を
行
っ
て
下
さ
い
。
建

物
解
体
工
事
な
ど
の
場
合
、
業
務
用
冷
凍

空
調
機
器
は
通
常
複
数
あ
り
、
全
て
の
機

器
か
ら
フ
ロ
ン
類
が
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
考
え
難
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
不

正
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
都
道
府
県
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。�

【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
に
つ
い
て
】
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整
備
の
際
に
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
再
び
そ

の
機
器
に
戻
す
こ
と
は
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
整
備
の
際
に

フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
行
為
は
、
登
録
を
受

け
た
回
収
業
者
が
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

機
器
に
再
充
て
ん
し
た
場
合
の
記
録
の
扱
い

に
つ
い
て
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
は
再
充
て
ん
し
な

か
っ
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
回
収
業
者
に
引
き

渡
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
回
収
業
者
は
、

再
充
て
ん
し
た
量
に
つ
い
て
回
収
量
か
ら
差

し
引
い
て
記
録
を
行
い
ま
す
。�

機
器
に
全
量
再
充
て
ん
し
た
場
合
、
帳
簿

へ
の
記
録
は
不
要
で
す
か
。�

再
充
て
ん
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
を
差
し
引
く

と
回
収
量
は
０
と
な
る
の
で
、「
回
収
量
０
」

と
し
て
記
録
を
行
っ
て
下
さ
い
。�

回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
運
搬
業
者
に
引
き

渡
し
て
も
問
題
な
い
で
す
か
。�

回
収
業
者
が
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
引
き

渡
せ
る
の
は
、「
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
」、「
再

利
用
業
者
」、「
都
道
府
県
が
認
め
る
者
」

の
３
者
だ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
者

へ
の
引
渡
し
の
際
に
運
搬
業
者
へ
運
搬
を
委

託
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
た
だ
し
運
搬

先
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
３
者
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

な
お
、
「
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
者
」

と
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
が
引
き

渡
し
た
フ
ロ
ン
類
を
再
利
用
す
る
者
又
は
フ

ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
確
実
に
引
き
渡
す
も

の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
で
、

フ
ロ
ン
回
収
推
進
協
議
会
等
が
設
置
す
る

中
間
収
集
セ
ン
タ
ー
や
、
業
務
用
冷
凍
空

調
機
器
の
関
係
業
界
が
設
置
す
る
回
収
冷

媒
管
理
セ
ン
タ
ー
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。�

※
今
回
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、

　「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法 

第
一
種
特
定
製
品
の
フ
ロ

　
ン
回
収
に
関
す
る
運
用
の
手
引
き 

第
３
版
」（
平

　
成
19
年
９
月 

経
済
産
業
省
・
環
境
省
）
掲
載

　
の
質
疑
応
答
集
よ
り
抜
粋
（
一
部
編
集
）
し
た
も

　
の
で
す
。�

　
本
協
議
会
で
は
、
こ
の
度
、
フ
ロ
ン
回
収
の
た
め

の
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
フ
ロ
ン
を
回
収
し
よ
う
！ 

地
域
か
ら
地
球
環
境
、
オ
ゾ
ン
層
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
す
る
と
と
も
に
、
啓
発
用
チ
ラ
シ
「
し
っ
か
り
！

き
ち
ん
と
！
フ
ロ
ン
回
収 

美
し
い
地
球
を
守
る
の

は
あ
な
た
で
す
」
を
作
成
し
ま
し
た
。�

　
昨
年
10
月
に
改
正
さ
れ
た
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊

法
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
に
業
務
用
冷
凍
空
調

機
器
所
有
者
（
ユ
ー
ザ
ー
・
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
等
）

等
の
み
な
さ
ん
に
説
明
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
作

成
し
ま
し
た
。（
内
容
等
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
近

畿
冷
凍
空
調
工
業
会
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。）�

　
な
お
、
裏
面
の
お
問
い
合
わ
せ
欄
は
、
本
協
議

会
、
近
畿
冷
凍
空
調
工
業
会
の
ほ
か
、
１
区
画

分
空
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
社
名
等
入
れ
て
い
た

だ
く
な
ど
、
ご
自
由
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。�

啓
発
用
チ
ラ
シ

「
し
っ
か
り
！
き
ち
ん
と
！
フ
ロ
ン
回
収�

　
　
美
し
い
地
球
を
守
る
の
は
あ
な
た
で
す
」�

�

　
こ
れ
ま
で
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
、
昨
年
10
月
に
改

正
さ
れ
た
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
内
容
を
盛

り
込
む
と
と
も
に
、
フ
ロ
ン
と
は
何
か
、
オ
ゾ
ン
層

や
地
球
温
暖
化
へ
の
影
響
、
フ
ロ
ン
回
収
の
必
要
性

や
そ
の
仕
組
み
な
ど
、
フ
ロ
ン
回
収
に
関
す
る
内
容

を
全
般
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
す
。
ペ
ー
ジ
も
８
ペ
ー
ジ
に
増
や
し
、
形
式
も
使

い
や
す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
タ
イ
プ
に
し
ま
し
た
。�

啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
フ
ロ
ン
を
回
収
し
よ
う
！�

   

地
域
か
ら
守
ろ
う
！
地
球
環
境
、
オ
ゾ
ン
層
」�

�

こ
ん
な
と
き
に
ご
利
用
下
さ
い
。�

・
顧
客
等
一
般
ユ
ー
ザ
ー
・
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
へ
の�

　
普
及
啓
発
、
説
明
用
資
料
と
し
て�

・
社
内
で
の
啓
発
、
研
修
資
料
等
と
し
て�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

等
々�

こ
ん
な
と
き
に
ご
利
用
下
さ
い
。�

・
社
内
で
の
啓
発
、
研
修
資
料
等
と
し
て�

・
顧
客
等
一
般
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
普
及
啓
発
、
説
明�

　
用
資
料
と
し
て�

・
各
種
イ
ベ
ン
ト
等
で
の
普
及
啓
発
用
資
料
と

　
し
て
　
　
等
々�

　
今
回
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
３
月
上
旬
に

全
て
の
会
員
の
み
な
さ
ん
あ
て
ご
送
付
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。�

　
会
員
の
み
な
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
ご
活
用

い
た
だ
け
る
よ
う
在
庫
も
多
数
用
意
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
必
要
な
場
合
は
、
お
気
軽
に

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

　
フ
ロ
ン
回
収
が
よ
り

円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
、

こ
れ
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

を
積
極
的
に
ご
活
用
頂

い
た
だ
き
、
今
後
と
も

普
及
啓
発
等
に
努
め
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。�

�

特
　
集�

フロン回収普及啓発用パンフレット�
 及びチラシを作成しました。�

フロン回収普及啓発用パンフレット�
 及びチラシを作成しました。�

普及啓発用、社内研修用など

積極的にご活用下さい。

普及啓発用、社内研修用など

積極的にご活用下さい。

お
知
ら
せ�
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【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
取
義
務
に
つ
い
て
】

Ｑ
４１�

�

Ａ
４１
�

���

��

Ｑ
４２�

�

Ａ
４２
�

�

���

Ｑ
４３�

�

Ａ
４３
�
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Ｑ
４４�

Ａ
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�
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な
ぜ
、
フ
ロ
ン
類
の
充
て
ん
量
２
㎏
で
吸
引

圧
力
が
異
な
る
の
で
す
か
。�

同
じ
吸
引
圧
力
下
で
は
、
充
て
ん
量
が
多

い
も
の
ほ
ど
残
存
す
る
フ
ロ
ン
類
の
量
が
多

く
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
、

充
て
ん
量
の
多
い
機
器
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
吸

引
す
る
場
合
に
は
、
よ
り
厳
し
い
基
準
と

な
っ
て
い
ま
す
。�

３
種
類
の
フ
ロ
ン
類
を
１
本
の
ボ
ン
ベ
に
混
合

し
て
回
収
し
て
も
良
い
で
す
か
。�

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
違
反
行
為
に
当
た
り

ま
す
。
ま
た
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
で
は

回
収
量
を
フ
ロ
ン
類
の
種
類
毎
に
記
録
・

報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

規
定
を
遵
守
出
来
な
く
な
り
ま
す
。�

十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
の
基
準
は
あ
り

ま
す
か
。�

十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
と
は
、
第
一
種

特
定
製
品
の
冷
媒
回
路
の
構
造
や
冷
媒
に

関
す
る
知
識
を
持
ち
、
フ
ロ
ン
類
の
回
収
作

業
に
精
通
し
た
者
を
意
味
し
ま
す
が
、
特

定
の
資
格
や
業
務
経
験
年
数
を
限
定
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

資
格
は
必
要
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

特
定
の
資
格
は
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

な
が
ら
、
誰
が
回
収
し
て
も
い
い
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
適
切
な
回
収
を
実
施
す
る

に
は
、
講
習
会
の
受
講
者
、
有
資
格
者
、

実
務
経
験
者
等
が
業
務
に
あ
た
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
ま
す
。
冷
媒
回
収
推
進
・
技

術
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
Ｒ
Ｃ
）
が
実
施
す
る
認
定

講
習
は
、
冷
媒
回
収
に
必
要
な
技
術
、
法

令
等
の
内
容
を
網
羅
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。�

�

Ｑ
４５�

��

Ａ
４５
�

���

�

��

����

Ｑ
４６�

���

Ａ
４６
�

������

Ｑ
４７�

��

Ａ
４７�
�

�

�

Ｑ
４８�

�

���

Ａ
４８�
�

�������

取
り
扱
っ
て
い
な
い
製
品
か
ら
の
フ
ロ
ン
回
収

を
依
頼
さ
れ
た
場
合
、
回
収
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
か
。�

回
収
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ン
類
と
し
て
登
録

し
た
も
の
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ

の
別
）
は
、
回
収
業
者
は
正
当
な
理
由
が

な
い
場
合
、
回
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
製
品
に
よ
っ
て
は
取
扱
い
が
難
し

く
、
技
術
的
に
回
収
が
困
難
な
場
合
や
回

収
業
者
の
取
り
扱
う
製
品
、
事
業
範
囲
が

限
定
的
で
あ
る
場
合
に
は
断
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
登
録
の
申
請
書
備

考
欄
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
記
載
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。�

廃
棄
等
実
施
者
か
ら
回
収
依
頼
を
受
け
た

回
収
業
者
が
、
人
手
が
足
り
な
い
等
の
理

由
で
他
の
回
収
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
か
。�

回
収
依
頼
を
受
け
て
も
、
受
入
れ
能
力
を

超
え
て
い
れ
ば
正
当
な
理
由
と
し
て
断
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
回
収
を
引
き
受
け
た
後

に
、
対
応
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
契

約
を
解
除
し
、
廃
棄
者
に
対
し
て
、
別
の

回
収
業
者
と
契
約
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。�

回
収
の
た
め
に
現
場
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
家

庭
用
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
も
求
め
ら
れ
た
場

合
、
断
っ
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
処
理
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
の
で
、
そ
の
旨
依
頼
者
に

説
明
し
て
下
さ
い
。�

回
収
依
頼
書
・
委
託
確
認
書
を
受
け
回

収
に
行
っ
た
も
の
の
、
フ
ロ
ン
類
が
抜
け
て
お

り
回
収
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
引
取
証

明
書
や
記
録
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。�

「
回
収
量
０
」
と
し
て
、
帳
簿
へ
の
記
録
、

引
取
証
明
書
の
発
行
を
行
っ
て
下
さ
い
。
建

物
解
体
工
事
な
ど
の
場
合
、
業
務
用
冷
凍

空
調
機
器
は
通
常
複
数
あ
り
、
全
て
の
機

器
か
ら
フ
ロ
ン
類
が
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
考
え
難
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
不

正
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
都
道
府
県
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。�

【
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
に
つ
い
て
】
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整
備
の
際
に
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
再
び
そ

の
機
器
に
戻
す
こ
と
は
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
整
備
の
際
に

フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
行
為
は
、
登
録
を
受

け
た
回
収
業
者
が
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

機
器
に
再
充
て
ん
し
た
場
合
の
記
録
の
扱
い

に
つ
い
て
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。�

第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
は
再
充
て
ん
し
な

か
っ
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
回
収
業
者
に
引
き

渡
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
回
収
業
者
は
、

再
充
て
ん
し
た
量
に
つ
い
て
回
収
量
か
ら
差

し
引
い
て
記
録
を
行
い
ま
す
。�

機
器
に
全
量
再
充
て
ん
し
た
場
合
、
帳
簿

へ
の
記
録
は
不
要
で
す
か
。�

再
充
て
ん
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
を
差
し
引
く

と
回
収
量
は
０
と
な
る
の
で
、「
回
収
量
０
」

と
し
て
記
録
を
行
っ
て
下
さ
い
。�

回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
運
搬
業
者
に
引
き

渡
し
て
も
問
題
な
い
で
す
か
。�

回
収
業
者
が
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
を
引
き

渡
せ
る
の
は
、「
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
」、「
再

利
用
業
者
」、「
都
道
府
県
が
認
め
る
者
」

の
３
者
だ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
者

へ
の
引
渡
し
の
際
に
運
搬
業
者
へ
運
搬
を
委

託
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
た
だ
し
運
搬

先
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
３
者
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

な
お
、
「
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
者
」

と
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
が
引
き

渡
し
た
フ
ロ
ン
類
を
再
利
用
す
る
者
又
は
フ

ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
確
実
に
引
き
渡
す
も

の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
で
、

フ
ロ
ン
回
収
推
進
協
議
会
等
が
設
置
す
る

中
間
収
集
セ
ン
タ
ー
や
、
業
務
用
冷
凍
空

調
機
器
の
関
係
業
界
が
設
置
す
る
回
収
冷

媒
管
理
セ
ン
タ
ー
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。�

※
今
回
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、

　「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法 

第
一
種
特
定
製
品
の
フ
ロ

　
ン
回
収
に
関
す
る
運
用
の
手
引
き 

第
３
版
」（
平

　
成
19
年
９
月 

経
済
産
業
省
・
環
境
省
）
掲
載

　
の
質
疑
応
答
集
よ
り
抜
粋
（
一
部
編
集
）
し
た
も

　
の
で
す
。�

　
本
協
議
会
で
は
、
こ
の
度
、
フ
ロ
ン
回
収
の
た
め

の
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
フ
ロ
ン
を
回
収
し
よ
う
！ 

地
域
か
ら
地
球
環
境
、
オ
ゾ
ン
層
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
す
る
と
と
も
に
、
啓
発
用
チ
ラ
シ
「
し
っ
か
り
！

き
ち
ん
と
！
フ
ロ
ン
回
収 

美
し
い
地
球
を
守
る
の

は
あ
な
た
で
す
」
を
作
成
し
ま
し
た
。�

　
昨
年
10
月
に
改
正
さ
れ
た
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊

法
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
に
業
務
用
冷
凍
空
調

機
器
所
有
者
（
ユ
ー
ザ
ー
・
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
等
）

等
の
み
な
さ
ん
に
説
明
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
作

成
し
ま
し
た
。（
内
容
等
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
近

畿
冷
凍
空
調
工
業
会
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。）�

　
な
お
、
裏
面
の
お
問
い
合
わ
せ
欄
は
、
本
協
議

会
、
近
畿
冷
凍
空
調
工
業
会
の
ほ
か
、
１
区
画

分
空
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
社
名
等
入
れ
て
い
た

だ
く
な
ど
、
ご
自
由
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。�

啓
発
用
チ
ラ
シ

「
し
っ
か
り
！
き
ち
ん
と
！
フ
ロ
ン
回
収�

　
　
美
し
い
地
球
を
守
る
の
は
あ
な
た
で
す
」�

�

　
こ
れ
ま
で
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
、
昨
年
10
月
に
改

正
さ
れ
た
「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
内
容
を
盛

り
込
む
と
と
も
に
、
フ
ロ
ン
と
は
何
か
、
オ
ゾ
ン
層

や
地
球
温
暖
化
へ
の
影
響
、
フ
ロ
ン
回
収
の
必
要
性

や
そ
の
仕
組
み
な
ど
、
フ
ロ
ン
回
収
に
関
す
る
内
容

を
全
般
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
す
。
ペ
ー
ジ
も
８
ペ
ー
ジ
に
増
や
し
、
形
式
も
使

い
や
す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
タ
イ
プ
に
し
ま
し
た
。�

啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
フ
ロ
ン
を
回
収
し
よ
う
！�

   

地
域
か
ら
守
ろ
う
！
地
球
環
境
、
オ
ゾ
ン
層
」�

�

こ
ん
な
と
き
に
ご
利
用
下
さ
い
。�

・
顧
客
等
一
般
ユ
ー
ザ
ー
・
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
へ
の�

　
普
及
啓
発
、
説
明
用
資
料
と
し
て�

・
社
内
で
の
啓
発
、
研
修
資
料
等
と
し
て�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

等
々�

こ
ん
な
と
き
に
ご
利
用
下
さ
い
。�

・
社
内
で
の
啓
発
、
研
修
資
料
等
と
し
て�

・
顧
客
等
一
般
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
普
及
啓
発
、
説
明�

　
用
資
料
と
し
て�

・
各
種
イ
ベ
ン
ト
等
で
の
普
及
啓
発
用
資
料
と

　
し
て
　
　
等
々�

　
今
回
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
３
月
上
旬
に

全
て
の
会
員
の
み
な
さ
ん
あ
て
ご
送
付
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。�

　
会
員
の
み
な
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
ご
活
用

い
た
だ
け
る
よ
う
在
庫
も
多
数
用
意
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
必
要
な
場
合
は
、
お
気
軽
に

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

　
フ
ロ
ン
回
収
が
よ
り

円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
、

こ
れ
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

を
積
極
的
に
ご
活
用
頂

い
た
だ
き
、
今
後
と
も

普
及
啓
発
等
に
努
め
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。�

�

特
　
集�

フロン回収普及啓発用パンフレット�
 及びチラシを作成しました。�

フロン回収普及啓発用パンフレット�
 及びチラシを作成しました。�

普及啓発用、社内研修用など

積極的にご活用下さい。

普及啓発用、社内研修用など

積極的にご活用下さい。

お
知
ら
せ�
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第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
の

回
収
量
等
の
平
成
18
年
度
分
の
集
計
結
果
は
表

１
の
と
お
り
で
、
約
88
万
台
の
機
器
か
ら
約

2,
5
4
1
ト
ン
の
フ
ロ
ン
類
が
回
収
さ
れ
ま
し
た
。

前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
台
数
は
2.
9
％
減
な

が
ら
、
回
収
量
で
は
1
0.
6
％
増
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
種
類
別
の
回
収
状
況
は
表
２
の
と
お

り
で
、
ウ
エ
イ
ト
は
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
大
半
を
占
め
ま
す

が
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
も
回
収
量
は
増
加

し
て
い
ま
す
。�

�

　
フ
ロ
ン
類
の
回
収
量
は
、
対
象
と
な
る
す
べ
て
の

フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
前
年
度
か
ら
増
加
し
て
お
り
、

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
施
行
５
年
目
を
迎
え
、
着

実
に
成
果
を
上
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
総
廃
棄
量
に
対
す
る
回
収
率
36

〜
50
％
程
度
と
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
フ
ロ
ン
類
回

収
の
徹
底
の
た
め
の
取
組
が
必
要
で
す
。�

　
平
成
19
年
10
月
よ
り
、
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し

の
状
況
を
書
面
で
管
理
す
る
行
程
管
理
制
度
の
導

入
、
整
備
時
の
フ
ロ
ン
回
収
義
務
の
明
確
化
等
を

柱
と
す
る
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
が
施
行
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
環
境
省
及
び
経
済
産
業
省

は
、
引
き
続
き
改
正
法
の
周
知
を
図
り
、
フ
ロ
ン

類
の
回
収
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。�

�

　「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊

の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
フ
ロ

ン
回
収
・
破
壊
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
第
一
種

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
（
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か

ら
冷
媒
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
者
と
し
て
都
道
府

県
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
）
は
毎
年
度
、

前
年
度
に
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
を
都
道
府

県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お

り
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
報
告
事
項
を
主

務
大
臣
（
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
）
に

通
知
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
（
法
第
22
条
）。

ま
た
さ
ら
に
、
主
務
大
臣
は
、
こ
の
通
知
情
報
を

整
理
し
、
当
該
機
器
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

び
破
壊
の
状
況
等
を
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
（
法
第
46
条
）。�

　
こ
れ
に
基
づ
き
、「
平
成
18
年
度
の
第
一
種
特
定

製
品
に
か
か
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
量
の
集
計
結
果
」

が
、
環
境
省
よ
り
公
表
さ
れ
ま
し
た
。�

都
道
府
県
別
回
収
状
況
及
び
兵
庫
県
で
の�

回
収
状
況�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
状
況
を
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、

３
物
質
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
）
の
合
計

で
は
、
回
収
台
数
は
、
愛
知
県
が
8
0,
9
9
2

台
で
第
１
位
、
東
京
都
が
7
1,
2
2
1
台
で
第

２
位
、
兵
庫
県
が
6
7,
7
7
0
台
で
第
３
位
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
回
収
量
で
は
東
京
都
が

4
1
2,
0
3
5
㎏
で
第
１
位
、
愛
知
県
が

2
7
3,
0
3
5
㎏
で
第
２
位
、
大
阪
府
が

2
0
0,
6
7
4
㎏
で
第
３
位
と
な
っ
て
お
り
、
兵

庫
県
は
9
9,
8
9
8
㎏
で
第
７
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
毎
に
見
る
と
、

C
F
C
に
つ
い
て
は
、
回
収
台
数
・
回
収
量
と
も

に
愛
知
県
が
第
１
位
と
な
っ
て
お
り
、
回
収
量
で

は
第
14
位
の
北
海
道
が
、
回
収
台
数
で
第
２
位

と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
回
収
台

数
・
回
収
量
と
も
に
東
京
都
が
第
１
位
、
愛
知

県
が
第
２
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、

回
収
台
数
は
静
岡
県
が
、
回
収
量
は
愛
知
県
が

そ
れ
ぞ
れ
第
１
位
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
破
壊
業

者
へ
の
引
渡
量
は
愛
知
県
が
第
１
位
で
、
再
利
用

等
さ
れ
た
量
で
は
静
岡
県
が
２
位
以
下
を
大
き
く

引
き
離
し
第
１
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
兵
庫
県
に
つ
い
て
は
、
３
物
質
合
計
、
各
物
質

別
と
も
に
回
収
台
数
が
第
３
位
、
回
収
量
が
第
７

位
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
破
壊
業
者
へ
の
引
渡
量
は

Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
６
位
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
５
位
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ

が
第
６
位
、
３
物
質
合
計
で
第
５
位
、
再
利
用
等

さ
れ
た
量
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
24
位
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が

第
10
位
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
が
第
３
位
、
３
物
質
合
計
で
第

11
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
破
壊
業
者
へ
の
引
渡
量
と
再
利
用
等
さ

れ
た
量
の
比
率
に
つ
い
て
見
る
と
、
兵
庫
県
は
Ｈ
Ｆ

Ｃ
に
つ
い
て
は
全
国
と
同
水
準
に
あ
る
も
の
の
、
Ｃ

Ｆ
Ｃ
及
び
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
全
国
に
比
べ
破

壊
業
者
へ
の
引
渡
量
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。�

��

愛知県�
東京都�
兵庫県�
大阪府�
埼玉県�
神奈川県�
福岡県�
群馬県�
茨城県�
静岡県�

80,992�
71,221�
67,770�
62,339�
52,609�
50,336�
45,145�
42,738�
37,782�
35,771

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

ー�
全国平均�

ー�
  18,690

東京都�
愛知県�
大阪府�
神奈川県�
千葉県�
静岡県�
兵庫県�
埼玉県�
福岡県�
茨城県�
�

412,035�
273,035�
200,674�
195,070�
120,038�
118,973�
99,898�
92,835�
76,644�
63,924�

�ー�
全国平均�

ー�
  54,067

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
兵庫県�
千葉県�
埼玉県�
静岡県�
茨城県�
福岡県�

386,650�
244,503�
178,380�
172,015�
88,432�
82,769�
82,748�
81,977�
55,742�
55,594

ー�
全国平均�

ー�
  44,929

千葉県�
静岡県�
山口県�
大阪府�
愛知県�
広島県�
東京都�
福岡県�
宮城県�
神奈川県�

兵庫県�

37,663�
35,772�
29,651�
29,548�
27,821�
23,971�
22,955�
18,845�
16,525�
15,977�

11,005�
全国平均�

�
  8,986

11�
ー�

回収製品台数�順位�

順位�

順位�

順位�

回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

愛知県�
北海道�
兵庫県�
埼玉県�
大阪府�
神奈川県�
東京都�
福島県�
茨城県�
福岡県�

12,957�
10,600�
9,862�
8,765�
8,430�
5,949�
5,243�
5,188�
4,953�
4,683

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

ー�
全国平均�

ー�
    2,450

愛知県�
東京都�
大阪府�
神奈川県�
千葉県�
山口県�
兵庫県�
静岡県�
福岡県�
埼玉県�
�

84,136�
56,354�
31,856�
27,627�
25,541�
23,837�
7,956�
7,691�
7,283�
6,972�

�ー�
全国平均�

ー�
    7,410

愛知県�
東京都�
神奈川県�
大阪府�
千葉県�
兵庫県�
静岡県�
埼玉県�
福岡県�
三重県�

77,105�
56,227�
27,440�
25,144�
12,646�
7,782�
6,624�
6,548�
5,533�
4,151

ー�
全国平均�

ー�
    6,031

山口県�
千葉県�
愛知県�
大阪府�
広島県�
岡山県�
岩手県�
北海道�
栃木県�
愛媛県�

兵庫県�

22,099�
12,851�
7,029�
5,582�
1,513�
1,474�
918�
893�
774�
737�

236�
全国平均�

�
 1,341

24�
ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

東京都�
愛知県�
兵庫県�
大阪府�
埼玉県�
福岡県�
群馬県�
神奈川県�
茨城県�
宮城県�

58,724�
55,414�
43,757�
38,898�
36,019�
32,026�
31,238�
31,115�
24,585�
20,217

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

全国平均�  12,721

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
静岡県�
千葉県�
兵庫県�
埼玉県�
福岡県�
茨城県�
�

332,665�
164,111�
152,886�
149,411�
95,138�
81,397�
79,524�
78,733�
64,222�
55,421�

�全国平均�  42,268

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
兵庫県�
埼玉県�
静岡県�
千葉県�
茨城県�
福岡県�

308,758�
144,332�
138,424�
129,111�
70,563�
69,976�
68,320�
57,395�
47,556�
46,541

全国平均�  35,269

静岡県�
千葉県�
東京都�
大阪府�
広島県�
愛知県�
福岡県�
宮城県�
神奈川県�
兵庫県�

26,057�
24,408�
21,729�
21,675�
20,609�
19,094�
17,590�
15,708�
13,769�
8,755

全国平均�   6,922ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

静岡県�
大阪府�
兵庫県�
神奈川県�
愛知県�
群馬県�
千葉県�
福岡県�
茨城県�
埼玉県�

15,713�
15,011�
14,151�
13,272�
12,621�
9,865�
9,689�
8,436�
8,244�
7,825

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

全国平均�    3,519

愛知県�
東京都�
大阪府�
静岡県�
神奈川県�
千葉県�
兵庫県�
埼玉県�
岡山県�
福岡県�
�

24,788�
23,016�
19,407�
16,144�
14,557�
13,100�
12,418�
7,130�
5,904�
5,139�

�全国平均�    4,390

愛知県�
東京都�
大阪府�
千葉県�
神奈川県�
兵庫県�
静岡県�
埼玉県�
岡山県�
茨城県�

23,067�
21,665�
17,760�
12,728�
12,517�
10,087�
7,033�
6,224�
5,102�
4,171

全国平均�    3.629

静岡県�
大阪府�
兵庫県�
広島県�
神奈川県�
愛知県�
和歌山県�
長野県�
東京都�
埼玉県�

9,159�
2,291�
2,014�
1,849�
1,811�
1,698�
1,186�
1,127�
1,118�
829

全国平均�      723ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

再利用等�
11.1％�

破壊業者引渡�
88.9％�

再利用等�
2.9％�

破壊業者引渡�
97.1％�

再利用等�
18.2％�

破壊業者引渡�
81.8％�

再利用等�
11.0％�

破壊業者引渡�
89.0％�

再利用等�
16.4％�

破壊業者引渡�
83.6％�

再利用等�
16.6％�

破壊業者引渡�
83.4％�

再利用等�
16.6％�

破壊業者引渡�
83.4％�

破壊業者引渡�
83.3％�

再利用等�
16.7％�

は
じ
め
に�

回
収
量
等
の
集
計
結
果�

回
収
量
報
告�

回
収
量
報
告�

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度の業務用冷凍空調機器からの�
フロン類の回収量等の集計結果について�
　環境省より平成18年度の第一種特定製品にかかるフロン類の回収量の集計結果について、�

平成19年11月20日に報道発表がありました。18年度に第一種特定製品から回収されたフロン類の量は�

約2,541トンで17年度と比較して約10.6％増となっています。�

　環境省より平成18年度の第一種特定製品にかかるフロン類の回収量の集計結果について、�

平成19年11月20日に報道発表がありました。18年度に第一種特定製品から回収されたフロン類の量は�

約2,541トンで17年度と比較して約10.6％増となっています。�

注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和及び差は必ずしも合計欄の値に一致しない。�

表1　第一種フロン類回収業者の回収量等の報告の18年度集計結果�

H18都道府県別回収量（上位10団体）�

［各物質における破壊と再利用の割合］�

3物質合計� （単位：台・kg）

CFC

3物質合計（兵庫県）� 3物質合計（全国）�

CFC（兵庫県）�

HCFC（兵庫県）�

HFC（兵庫県）�

CFC（全国）�

HCFC（全国）�

HFC（全国）�

（単位：台・kg）

HCFC （単位：台・kg）

HFC （単位：台・kg）

注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和及び差は必ずしも合計欄の値に一致しない。�

表2　種類別回収台数及び回収量の対前年度比較�

回収した第一種特定製品の台数（台）�

回収した量（kg）�

年度当初の保管量（kg）�

破壊業者に引き渡された量（kg）�

再利用等された量（kg）�

年度末の保管量（kg）�

115,157�

348,273�

24,330�

283,444�

63,047�

26,070

18年度 ◯�
（構成比率）�

台数（台）

115,157

17年度 ◯�
（構成比率）�

増減（◯-◯）�

138,928

▲23,771

増減率（◯/◯）� 82.9%

回収量(㎏)

348,273�
（13.7％）�

291,546�
（12.7％）�

56,727

119.5%

台数（台）

597,874

638,036

▲40,162

93.7%

回収量(㎏)

1,986,577�
（78.2％）�

1,823,459�
（79.4％）�

163,118

108.9%

台数（台）

165,399

127,749

37,650

129.5%

回収量(㎏)

206,307�
（8.1％）�

182,868�
（8.0％）�

23,439

112.8%

CFC

597,874�

1,986,577�

112,498�

1,657,661�

325,321�

116,111

ＨＣＦＣ�

165,399�

206,307�

15,312�

170,578�

33,974�

17,065

ＨＦＣ�

CFC ＨＣＦＣ� ＨＦＣ�

878,430�

2,541,157�

152,140�

2,111,683�

422,343�

159,246

合計①

904,713�

2,297,873�

160,267�

1,865,687�

434,458�

157,890

前年度合計②

▲26,283�

243,284�

▲8,137�

245,309�

▲12,150�

1,965

増減（①－②）

▲2.9%�

10.6%�

▲5.1%�

13.1%�

▲2.8%�

1.2%

増減率（①／②）

1 2

1 2

2

1
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第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
の

回
収
量
等
の
平
成
18
年
度
分
の
集
計
結
果
は
表

１
の
と
お
り
で
、
約
88
万
台
の
機
器
か
ら
約

2,
5
4
1
ト
ン
の
フ
ロ
ン
類
が
回
収
さ
れ
ま
し
た
。

前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
台
数
は
2.
9
％
減
な

が
ら
、
回
収
量
で
は
1
0.
6
％
増
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
種
類
別
の
回
収
状
況
は
表
２
の
と
お

り
で
、
ウ
エ
イ
ト
は
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
大
半
を
占
め
ま
す

が
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
も
回
収
量
は
増
加

し
て
い
ま
す
。�

�

　
フ
ロ
ン
類
の
回
収
量
は
、
対
象
と
な
る
す
べ
て
の

フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
前
年
度
か
ら
増
加
し
て
お
り
、

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
施
行
５
年
目
を
迎
え
、
着

実
に
成
果
を
上
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
総
廃
棄
量
に
対
す
る
回
収
率
36

〜
50
％
程
度
と
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
フ
ロ
ン
類
回

収
の
徹
底
の
た
め
の
取
組
が
必
要
で
す
。�

　
平
成
19
年
10
月
よ
り
、
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し

の
状
況
を
書
面
で
管
理
す
る
行
程
管
理
制
度
の
導

入
、
整
備
時
の
フ
ロ
ン
回
収
義
務
の
明
確
化
等
を

柱
と
す
る
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
が
施
行
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
環
境
省
及
び
経
済
産
業
省

は
、
引
き
続
き
改
正
法
の
周
知
を
図
り
、
フ
ロ
ン

類
の
回
収
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。�

�

　「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊

の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
フ
ロ

ン
回
収
・
破
壊
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
第
一
種

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
（
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か

ら
冷
媒
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
者
と
し
て
都
道
府

県
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
）
は
毎
年
度
、

前
年
度
に
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
を
都
道
府

県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お

り
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
報
告
事
項
を
主

務
大
臣
（
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
）
に

通
知
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
（
法
第
22
条
）。

ま
た
さ
ら
に
、
主
務
大
臣
は
、
こ
の
通
知
情
報
を

整
理
し
、
当
該
機
器
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

び
破
壊
の
状
況
等
を
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
（
法
第
46
条
）。�

　
こ
れ
に
基
づ
き
、「
平
成
18
年
度
の
第
一
種
特
定

製
品
に
か
か
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
量
の
集
計
結
果
」

が
、
環
境
省
よ
り
公
表
さ
れ
ま
し
た
。�

都
道
府
県
別
回
収
状
況
及
び
兵
庫
県
で
の�

回
収
状
況�

フ
ロ
ン
類
の
回
収
状
況
を
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、

３
物
質
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
）
の
合
計

で
は
、
回
収
台
数
は
、
愛
知
県
が
8
0,
9
9
2

台
で
第
１
位
、
東
京
都
が
7
1,
2
2
1
台
で
第

２
位
、
兵
庫
県
が
6
7,
7
7
0
台
で
第
３
位
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
回
収
量
で
は
東
京
都
が

4
1
2,
0
3
5
㎏
で
第
１
位
、
愛
知
県
が

2
7
3,
0
3
5
㎏
で
第
２
位
、
大
阪
府
が

2
0
0,
6
7
4
㎏
で
第
３
位
と
な
っ
て
お
り
、
兵

庫
県
は
9
9,
8
9
8
㎏
で
第
７
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
毎
に
見
る
と
、

C
F
C
に
つ
い
て
は
、
回
収
台
数
・
回
収
量
と
も

に
愛
知
県
が
第
１
位
と
な
っ
て
お
り
、
回
収
量
で

は
第
14
位
の
北
海
道
が
、
回
収
台
数
で
第
２
位

と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
回
収
台

数
・
回
収
量
と
も
に
東
京
都
が
第
１
位
、
愛
知

県
が
第
２
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、

回
収
台
数
は
静
岡
県
が
、
回
収
量
は
愛
知
県
が

そ
れ
ぞ
れ
第
１
位
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
破
壊
業

者
へ
の
引
渡
量
は
愛
知
県
が
第
１
位
で
、
再
利
用

等
さ
れ
た
量
で
は
静
岡
県
が
２
位
以
下
を
大
き
く

引
き
離
し
第
１
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
兵
庫
県
に
つ
い
て
は
、
３
物
質
合
計
、
各
物
質

別
と
も
に
回
収
台
数
が
第
３
位
、
回
収
量
が
第
７

位
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
破
壊
業
者
へ
の
引
渡
量
は

Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
６
位
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
５
位
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ

が
第
６
位
、
３
物
質
合
計
で
第
５
位
、
再
利
用
等

さ
れ
た
量
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
第
24
位
、
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が

第
10
位
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
が
第
３
位
、
３
物
質
合
計
で
第

11
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
破
壊
業
者
へ
の
引
渡
量
と
再
利
用
等
さ

れ
た
量
の
比
率
に
つ
い
て
見
る
と
、
兵
庫
県
は
Ｈ
Ｆ

Ｃ
に
つ
い
て
は
全
国
と
同
水
準
に
あ
る
も
の
の
、
Ｃ

Ｆ
Ｃ
及
び
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
全
国
に
比
べ
破

壊
業
者
へ
の
引
渡
量
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。�

��

愛知県�
東京都�
兵庫県�
大阪府�
埼玉県�
神奈川県�
福岡県�
群馬県�
茨城県�
静岡県�

80,992�
71,221�
67,770�
62,339�
52,609�
50,336�
45,145�
42,738�
37,782�
35,771

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

ー�
全国平均�

ー�
  18,690

東京都�
愛知県�
大阪府�
神奈川県�
千葉県�
静岡県�
兵庫県�
埼玉県�
福岡県�
茨城県�
�

412,035�
273,035�
200,674�
195,070�
120,038�
118,973�
99,898�
92,835�
76,644�
63,924�

�ー�
全国平均�

ー�
  54,067

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
兵庫県�
千葉県�
埼玉県�
静岡県�
茨城県�
福岡県�

386,650�
244,503�
178,380�
172,015�
88,432�
82,769�
82,748�
81,977�
55,742�
55,594

ー�
全国平均�

ー�
  44,929

千葉県�
静岡県�
山口県�
大阪府�
愛知県�
広島県�
東京都�
福岡県�
宮城県�
神奈川県�

兵庫県�

37,663�
35,772�
29,651�
29,548�
27,821�
23,971�
22,955�
18,845�
16,525�
15,977�

11,005�
全国平均�

�
  8,986

11�
ー�

回収製品台数�順位�

順位�

順位�

順位�

回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

愛知県�
北海道�
兵庫県�
埼玉県�
大阪府�
神奈川県�
東京都�
福島県�
茨城県�
福岡県�

12,957�
10,600�
9,862�
8,765�
8,430�
5,949�
5,243�
5,188�
4,953�
4,683

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

ー�
全国平均�

ー�
    2,450

愛知県�
東京都�
大阪府�
神奈川県�
千葉県�
山口県�
兵庫県�
静岡県�
福岡県�
埼玉県�
�

84,136�
56,354�
31,856�
27,627�
25,541�
23,837�
7,956�
7,691�
7,283�
6,972�

�ー�
全国平均�

ー�
    7,410

愛知県�
東京都�
神奈川県�
大阪府�
千葉県�
兵庫県�
静岡県�
埼玉県�
福岡県�
三重県�

77,105�
56,227�
27,440�
25,144�
12,646�
7,782�
6,624�
6,548�
5,533�
4,151

ー�
全国平均�

ー�
    6,031

山口県�
千葉県�
愛知県�
大阪府�
広島県�
岡山県�
岩手県�
北海道�
栃木県�
愛媛県�

兵庫県�

22,099�
12,851�
7,029�
5,582�
1,513�
1,474�
918�
893�
774�
737�

236�
全国平均�

�
 1,341

24�
ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

東京都�
愛知県�
兵庫県�
大阪府�
埼玉県�
福岡県�
群馬県�
神奈川県�
茨城県�
宮城県�

58,724�
55,414�
43,757�
38,898�
36,019�
32,026�
31,238�
31,115�
24,585�
20,217

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

全国平均�  12,721

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
静岡県�
千葉県�
兵庫県�
埼玉県�
福岡県�
茨城県�
�

332,665�
164,111�
152,886�
149,411�
95,138�
81,397�
79,524�
78,733�
64,222�
55,421�

�全国平均�  42,268

東京都�
愛知県�
神奈川県�
大阪府�
兵庫県�
埼玉県�
静岡県�
千葉県�
茨城県�
福岡県�

308,758�
144,332�
138,424�
129,111�
70,563�
69,976�
68,320�
57,395�
47,556�
46,541

全国平均�  35,269

静岡県�
千葉県�
東京都�
大阪府�
広島県�
愛知県�
福岡県�
宮城県�
神奈川県�
兵庫県�

26,057�
24,408�
21,729�
21,675�
20,609�
19,094�
17,590�
15,708�
13,769�
8,755

全国平均�   6,922ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

静岡県�
大阪府�
兵庫県�
神奈川県�
愛知県�
群馬県�
千葉県�
福岡県�
茨城県�
埼玉県�

15,713�
15,011�
14,151�
13,272�
12,621�
9,865�
9,689�
8,436�
8,244�
7,825

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

全国平均�    3,519

愛知県�
東京都�
大阪府�
静岡県�
神奈川県�
千葉県�
兵庫県�
埼玉県�
岡山県�
福岡県�
�

24,788�
23,016�
19,407�
16,144�
14,557�
13,100�
12,418�
7,130�
5,904�
5,139�

�全国平均�    4,390

愛知県�
東京都�
大阪府�
千葉県�
神奈川県�
兵庫県�
静岡県�
埼玉県�
岡山県�
茨城県�

23,067�
21,665�
17,760�
12,728�
12,517�
10,087�
7,033�
6,224�
5,102�
4,171

全国平均�    3.629

静岡県�
大阪府�
兵庫県�
広島県�
神奈川県�
愛知県�
和歌山県�
長野県�
東京都�
埼玉県�

9,159�
2,291�
2,014�
1,849�
1,811�
1,698�
1,186�
1,127�
1,118�
829

全国平均�      723ー�

回収製品台数� 回収量� 破壊業者引渡量� 再利用等された量�

再利用等�
11.1％�

破壊業者引渡�
88.9％�

再利用等�
2.9％�

破壊業者引渡�
97.1％�

再利用等�
18.2％�

破壊業者引渡�
81.8％�

再利用等�
11.0％�

破壊業者引渡�
89.0％�

再利用等�
16.4％�

破壊業者引渡�
83.6％�

再利用等�
16.6％�

破壊業者引渡�
83.4％�

再利用等�
16.6％�

破壊業者引渡�
83.4％�

破壊業者引渡�
83.3％�

再利用等�
16.7％�

は
じ
め
に�

回
収
量
等
の
集
計
結
果�

回
収
量
報
告�

回
収
量
報
告�

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度の業務用冷凍空調機器からの�
フロン類の回収量等の集計結果について�
　環境省より平成18年度の第一種特定製品にかかるフロン類の回収量の集計結果について、�

平成19年11月20日に報道発表がありました。18年度に第一種特定製品から回収されたフロン類の量は�

約2,541トンで17年度と比較して約10.6％増となっています。�

　環境省より平成18年度の第一種特定製品にかかるフロン類の回収量の集計結果について、�

平成19年11月20日に報道発表がありました。18年度に第一種特定製品から回収されたフロン類の量は�

約2,541トンで17年度と比較して約10.6％増となっています。�

注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和及び差は必ずしも合計欄の値に一致しない。�

表1　第一種フロン類回収業者の回収量等の報告の18年度集計結果�

H18都道府県別回収量（上位10団体）�

［各物質における破壊と再利用の割合］�

3物質合計� （単位：台・kg）

CFC

3物質合計（兵庫県）� 3物質合計（全国）�

CFC（兵庫県）�

HCFC（兵庫県）�

HFC（兵庫県）�

CFC（全国）�

HCFC（全国）�

HFC（全国）�

（単位：台・kg）

HCFC （単位：台・kg）

HFC （単位：台・kg）

注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和及び差は必ずしも合計欄の値に一致しない。�

表2　種類別回収台数及び回収量の対前年度比較�

回収した第一種特定製品の台数（台）

回収した量（kg）

年度当初の保管量（kg）

破壊業者に引き渡された量（kg）

再利用等された量（kg）

年度末の保管量（kg）

115,157�

348,273�

24,330�

283,444�

63,047�

26,070

18年度 ①
（構成比率）

台数（台）

115,157

17年度 ②
（構成比率）

増減（①-②）

138,928

▲23,771

増減率（①/②） 82.9%

回収量(㎏)

348,273�
（13.7％）�

291,546�
（12.7％）�

56,727

119.5%

台数（台）

597,874

638,036

▲40,162

93.7%

回収量(㎏)

1,986,577�
（78.2％）�

1,823,459�
（79.4％）�

163,118

108.9%

台数（台）

165,399

127,749

37,650

129.5%

回収量(㎏)

206,307�
（8.1％）�

182,868�
（8.0％）�

23,439

112.8%

CFC

597,874�

1,986,577�

112,498�

1,657,661�

325,321�

116,111

ＨＣＦＣ�

165,399�

206,307�

15,312�

170,578�

33,974�

17,065

ＨＦＣ�

CFC ＨＣＦＣ� ＨＦＣ�

878,430�

2,541,157�

152,140�

2,111,683�

422,343�

159,246

合計①

904,713�

2,297,873�

160,267�

1,865,687�

434,458�

157,890

前年度合計②

▲26,283�

243,284�

▲8,137�

245,309�

▲12,150�

1,965

増減（①－②）

▲2.9%�

10.6%�

▲5.1%�

13.1%�

▲2.8%�

1.2%

増減率（①／②）



環境に優しい�
「大豆油インキ」�
（本文使用）�

古紙配合率70％再生紙を�
使用しています。�

　
ビ
ル
空
調
、
食
品
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
や
業
務
用
の

冷
凍
・
冷
蔵
庫
、
冷
凍
倉
庫
な
ど
の
業
務
用
冷

凍
空
調
機
器
か
ら
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
や
地
球
温
暖

化
の
原
因
と
な
る
フ
ロ
ン
類
を
適
切
に
回
収
・
破

壊
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
「
特
定
製
品
に
係
る

フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
）」
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
、
平
成
19
年
10
月
１
日
に
施

行
さ
れ
、
ほ
ぼ
半
年
が
経
過
し
ま
し
た
。�

　
今
回
の
改
正
法
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
会
員
の

皆
さ
ま
方
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
尽
力
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
本
協
議
会
に
お
い
て

も
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ラ
シ
の
作
成
・
配
布
、
研

修
会
の
開
催
な
ど
、
改
正
法
の
周
知
の
た
め
、
様
々

な
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。�

　
本
誌
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
に
お
い
て
も
、
前
号

で
今
回
新
た
に
導
入
さ
れ
た
『
行
程
管
理
制
度
』

に
つ
い
て
特
集
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

本
号
で
は
、「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
施
行
」

特
集
の
第
２
弾
と
し
て
、「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法

に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�
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１�

�

Ａ
１�

��

��

�Ｑ
２
�

��

Ａ
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�
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�
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Ａ
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フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対
象
と
な
る
製
品

は
ど
の
範
囲
で
す
か
。�

業
務
用
の
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
冷
蔵
機

器
、
冷
凍
機
器
は
す
べ
て
対
象
で
す
。 

な
お
、

家
庭
用
の
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
は
家
電�

リ
サ
イ
ク
ル
法
、
カ
ー
エ
ア
コ
ン
は
自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
フ
ロ
ン
回
収
が
必

要
で
す
。�

冷
凍
空
調
機
器
に
は
フ
ロ
ン
類
の
充
填
量
に

よ
っ
て
回
収
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
よ
う

な
裾
切
り
は
な
い
の
で
す
か
。 �

フ
ロ
ン
類
の
充
填
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て

フ
ロ
ン
回
収･

破
壊
法
の
適
用
と
な
り
ま
す
。 �

冷
蔵
冷
凍
車
の
運
転
席
用
の
エ
ア
コ
ン
及
び

架
装
部
専
用
の
エ
ア
コ
ン
は
対
象
で
す
か
。 �

架
装
部
分
の
冷
凍
空
調
機
器
は
第
一
種
特

定
製
品
、
運
転
席
の
エ
ア
コ
ン
は
自
動
車
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ
ア
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
ー
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
運

転
席
及
び
架
装
部
分
の
両
方
か
ら
フ
ロ
ン
類

の
回
収
を
行
う
場
合
に
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン

類
回
収
業
者
及
び
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
両
方
の
登

録
が
必
要
で
す
。 �

冷
蔵
冷
凍
車
の
運
転
席
部
分
と
架
装
部
分

の
冷
却
を
一つ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
で
行
う
方

式
の
場
合
、
第
一
種
特
定
製
品
か
自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ
ア
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
ど
ち
ら
に
該
当
し
ま
す
か
。 �

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
規
定
す
る
特
定
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
扱
い
ま
す
。
こ

の
場
合
は
、
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ

く
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
を
受
け
た

者
が
フ
ロ
ン
類
の
回
収
を
行
い
ま
す
。�

店
舗
や
事
務
所
で
使
用
さ
れ
て
い
た
家
庭

用
エ
ア
コ
ン
は
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の

対
象
で
す
か
。 �

家
庭
用
エ
ア
コ
ン
や
家
庭
用
電
気
冷
蔵
庫
は
、

業
務
用
途
で
使
用
し
て
い
た
場
合
で
も
、
フ

ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対
象
で
は
な
く
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
回
収
制
度
が
適
用
さ

れ
ま
す
。 �

一
般
家
庭
で
も
業
務
用
の
空
調
機
器
を
使

用
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
機
器
の
場
合
は
、
フ
ロ
ン
回
収
・
破

壊
法
の
対
象
で
す
か
。 �

対
象
で
す
。
業
務
用
の
冷
凍
空
調
機
器
で

あ
れ
ば
、
所
有
者
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭

で
使
用
し
て
も
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
対

象
に
な
り
ま
す
。 �

中
古
機
器
と
し
て
売
却
す
る
場
合
に
つ
い
て

も
対
象
に
な
り
ま
す
か
。 �

機
器
を
再
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

中
古
機
器
と
し
て
売
却
・
移
設
す
る
場
合

に
は
、
第
一
種
特
定
製
品
の
廃
棄
等
に
は
該

当
し
ま
せ
ん
。
当
該
中
古
機
器
を
再
利
用

す
る
者
が
新
た
な
所
有
者
と
な
り
、
廃
棄

す
る
場
合
に
「
廃
棄
等
実
施
者
」
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。�

リ
ー
ス
の
機
器
を
廃
棄
す
る
場
合
、
第
一
種

特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
は
リ
ー
ス
会
社
、

機
器
の
使
用
者
の
ど
ち
ら
に
な
り
ま
す
か
。 �

リ
ー
ス
契
約
の
内
容
に
よ
り
ま
す
。
機
器

の
所
有
権
を
有
す
る
等
、
廃
棄
に
つ
い
て
権

限
の
あ
る
者
が
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等

実
施
者
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
施
行（
そ
の
２
）

　
　   

（
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
）�

フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

【
対
象
機
器
関
連
等
】

【
第
一
種
特
定
製
品
の
整
備
時
関
連
】

　「
フ
ロ
ン
・
破
壊
法
」
に
基
づ
く
平
成
19
年

４
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日
の
フ
ロ
ン
類

回
収
量
等
に
つ
い
て
、
ご
報
告
く
だ
さ
い
。�

◇
そ
の
他�

　
申
請
書
類
は
兵
庫
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

入
手
で
き
ま
す
。（「
電
子
県
庁
」
↓ 

↓
「
手
続�

案
内
・
様
式
提
供
（
申
請
書
等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
）」
↓
「
キ
ー
ワ
ー
ド
：
『
フ
ロ
ン
』」）�

�

◇
提
出
先�

　
登
録
番
号(

28
で
始
ま
る
９
桁
の
番
号)

の
５

桁
目
が
管
轄
県
民
局
の
番
号
で
す
。�

　
例
：
２
８
１
０
１
０
０
０
１�

　
５
桁
目
が
「
１
」
で
あ
る
た
め
左
図
県
民
局

名
よ
り
阪
神
南
県
民
局
と
な
り
ま
す
。�

��（
問
い
合
わ
せ
先
） �

兵
庫
県
健
康
生
活
部
環
境
管
理
局
大
気
課�

大
気
環
境
係�

T
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第
一
種
・
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ま
へ�

◇
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
べ
て
の
方
）

◇
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

第
一
種
・
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ま
へ�

◇
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
べ
て
の
方
）

◇
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

（
自
動
車
フ
ロ
ン
券
が
つ
い
た
フ
ロ
ン
を

　
平
成
１９
年
3
月
３１
日
時
点
で
保
管
さ
れ

　
て
い
た
方
の
み
）

[

報
告
期
限]

　
　
　
6
月
３０
日
（
月
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
5
月
１５
日
（
木
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
6
月
３０
日
（
月
）
締
切

[

報
告
期
限]

　
　
　
5
月
１５
日
（
木
）
締
切

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
内
容
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
会
員
の
皆
さ
ん
方
か
ら
の
情

報
等
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

Ｑ
９�

�

Ａ
９�

���

第
一
種
特
定
製
品
の
所
有
者
が
自
ら
整
備

を
行
う
場
合
、
登
録
は
必
要
で
す
か
。 �

機
器
の
所
有
者
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、

フ
ロ
ン
類
の
回
収
作
業
（
抜
き
取
り
）
を

行
う
場
合
に
は
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

の
登
録
が
必
要
で
す
。
ま
た
は
フ
ロ
ン
類
の

県民・事業者・行政が一体となって

～県民・事業者・行政が一体となって～
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attention

ご
注
意
下
さ
い
！

　
平
成
19
年
10
月
1
日
に
改
正

法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

平
成
19
年
度
の
回
収
量
等
報
告

は
原
則
と
し
て
、
平
成
19
年
9

月
30
日
ま
で
に
引
き
取
っ
た
量
は

法
改
正
前
の
旧
様
式
第
３
、
平
成

19
年
10
月
1
日
以
降
に
引
き
取

っ
た
量
は
法
改
正
後
の
新
様
式
第

３
で
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
す
。�


